
第４ 章 保存管理計画

第１ 節 保存管理の基本方針

国指定史跡名越切通の保存管理の基本方針を以下に示す。

保存管理の基本方針

＜適用地域＞

○保存管理の基本方針は、 国史跡指定地内について適用する 。

＜公有化＞

○指定地は地権者の意志を尊重し ながら 順次公有化を 進め、 最終的には可能な限り 全域の公

有化を目指す。

＜現状変更＞

○史跡指定地内における 現状変更は、 遺構保存や公開活用のための整備を目的と し た間伐な

ど 、 植生の適切な維持管理を除き 原則と し て行わない。

○ただし 、 史跡の保存と 活用のための安全対策を 第一に考え、 次のいずれかの条件にあては

ま る よ う な場合は、 現状変更を認める 。

（ １ ） 史跡の保存管理・ 公開活用を行う ために必要な発掘調査などを実施する 場合。

（ ２ ） 毀損の見ら れる 遺構の対策工事など 、 史跡の保存管理のために必要な工事を 実

施する 場合。

（ ３ ） 園路、 便益施設の設置や見学者の安全を 図る 工事など 、 史跡の公開活用のため

に必要な整備工事を実施する 場合。

＜発掘調査＞

○発掘調査は、 史跡の現状保存の原則に沿っ た範囲で実施する 。 発掘調査の実施にあたっ て

は、 その目的を精査し 、 事前に必要な協議・ 検討を行う 。

＜崩落対策＞

○崩落部分の崖面は岩盤の劣化が進み、 崩落の危険性が高いこ と から 、 整備計画策定に先立

って崩落対策工事を検討する 。

＜公開活用＞

○史跡の歴史的価値を 踏ま え、 その恒久的な保存と 安全な活用を目的と し 、 貴重な緑地帯の

保全、 市民の憩いの場と し ての活用を目指す。

○公開活用にあたっ ては、 整備し 公開活用する エリ アと 、 現状を保存し 人の立ち入り を 制限

する エリ アと の区分を明確にさ せる 。

○現状においては、 史跡が地域住民やハイ カーの通行路と なっ ている こ と に配慮し 、 安全な

公開活用に向けた整備、 崩落対策など を優先し て検討・ 実施する 。



第２ 節 保存管理区分と 保存管理基準

１ ． 保存管理区分

国指定史跡名越切通の指定地は、 歴史的には性格の異なる いく つかの遺跡から 形成さ れており 、

自然条件から みれば市内では貴重な緑地帯であり 、 ま た崩落の可能性を抱えて早急な対策工事を必

要と する 地域も 内包し ている 。 以上のよ う な状況を考慮する と 、 全域を同一の保存管理基準に基づ

いて取扱う こ と はでき ない。 そこ で、 保存管理計画の策定にあたっては、 指定地をその特徴にあわ

せた区域に区分し 、 各区分ごと に保存管理基準を立てる こ と が必要である 。

具体的には、 学術的な価値のある 範囲＝［ 史跡ゾ ーン ］、 便益施設及び休養施設の設置に適し た

平場＝［ 公開活用ゾーン］、 現状維持を基本と する 範囲＝［ 緑地保全ゾーン］に区分し 、［ 史跡ゾーン］

については遺構の性格の違いによ ってさ ら に「 切通」、「 ま んだら 堂やぐ ら 群」、「 大切岸」 に分類し 、

指定地全体を計 地域に区分し た。 設定し た区分及びその範囲を図 に示す。

図 保存管理区分



２ ． 保存管理基準

前項で述べた保存管理区分に基づき 、 各区分の保存管理基準を表 に示す。

表 指定地の保存管理基準

・ 遺構の有無や範囲を確認する ための発掘調査を実施する 。

・ 大切岸の発掘調査を 実施し 、 遺構の広がり 、 年代、 性格

を 把握する 。

区分 該当区域（ 性格） 保存管理基準

・ 区域内の発掘調査は、 必要と 認めら れた範囲内の措置に

と ど める 。

・ 崩落部分の通行上の安全と 崩落防止のために必要と 認め

ら れた崩落対策工事については、 実施を 認める 。

・ 公開活用に向けた園路整備な ど について は、 遺構の保護

に配慮し た上で、 その実施を 認める 。

「 切通」

（ 交通遺跡・ 防衛遺構）
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・ 切通路の発掘調査を 実施し 、 埋ま っ ている 遺構の状況を

確認する 。

・ 崖面の崩壊が進んでいる こ と から 、 抑制・ 抑止対策を 早

急に実施する 必要がある 。

・ 基本的に切通路は自由通行でき る 形で整備する が、 崩落

部分の西側に迂回する 園路を 恒久的に設置する 。

・ 区域内の発掘調査は、 必要と 認めら れた範囲内の措置に

と ど める 。

・ 公開活用に向けた園路整備な ど について は、 遺構の保護

に配慮し た上で、 その実施を 認める 。

・ やぐ ら 群の発掘調査を 実施し 、 葬送関連遺跡と し ての性

格の解明と 建物址など の検出に努める 。

・ 発掘調査成果に基づいた遺跡の整備方針を 定める 。

・ 遺跡の保護、 安全管理面を 考慮し 、 周囲に門・ フ ェ ン ス

など を設置し 、 公開時間を制限する 。

・ 区域内の発掘調査は、 必要と 認めら れた範囲内の措置に

と ど める 。

・ 整備における 園路整備については、 遺構の保護に配慮し

た上で、 その実施を認める 。

・ 発掘調査成果に基づいた遺跡の整備方針を 定める 。

・ 便益施設及び休養施設の設置に必要な最低限の措置に限

定する 。

・ 整備方針に基づき 、 必要な場合には適切な場所に便益施

設及び休養施設を 設置する 。

・ 植生の適切な維持管理を除き 、 原則と し て行わない。

・ 基本的には実施し ないが、 Ａ 区、 Ｂ 区での調査成果如何に

よ って必要と 判断さ れた場合には、 発掘調査を実施する 。

・ 間伐など によ る 適切な植生の維持管理は必要に応じ て実

施する 。



第３ 節 公開活用の方針

国指定史跡名越切通は、 鎌倉七口の中でも 当時の面影が良好な状態で残る 史跡である 。 し かし 、

現状では崖面が崩落し ており 、 史跡の保存上問題であり 、 安全上でも 公開に向けた大き な障害であ

る 。 こ のよ う な現状の問題を抱えながら 、 従前よ り 地域住民やハイ カーの通行路と し て利用さ れて

いる こ と を考える と 、 保存管理計画の中で公開活用に関する 基本方針も 併せて検討し ていく こ と が

必要である 。

公開活用にあたっては、 史跡の現状と 歴史的価値を損なう こ と なく 、 こ の地を訪れる 人々が往時

の雰囲気を十分味わう こ と ができ る よ う にする こ と を基本と し て方針をたてる 。 具体的には以下の

と おり 各ゾーン（ Ａ 区～Ｅ 区） ごと に遺跡の保存や公開の安全性、 維持管理など の面から それぞれ

いく つかの課題がある 。

公開活用の方針

国指定史跡名越切通の公開活用にあたっては、 遺構の性格が異なる 遺跡が混在する 指定地

を、 その性格によ り 西側と 東側に分けて考える 必要がある 。

基本的な方針と し ては、 保存管理及び公開活用に際し て、 崩落対策が緊急に必要な切通路

の崖面やま んだら 堂跡を 含む西側の整備を 優先的に進め、 大切岸を 含む東側については、 順

次調査・ 整備を進めていく こ と と する 。

なお、 各区域ごと の公開活用の基本方針は以下のと おり である 。

●Ａ 区（［ 史跡ゾーン］：「 切通」）

名越切通は鎌倉七口の中でも 、 往時の雰囲気を 比較的よ く 残し ている 。 ま た、 現在も 地域

住民・ ハイ カーの通行路と し て利用さ れている 。 そこ で、 自由に通行でき る こ と を原則と し 、

中世都市鎌倉の地勢や交通遺跡と し ての特徴を体感でき る よ う な公開を行う 。

公開に際し ては、 通行者の安全を確保する ための適切な対策を実施する 。

すでに崖面の崩壊が進んでいる 崩落部分については、 早急な対策が必要である こ と から 、

整備計画策定に先立っ て崩落抑制・ 抑止対策を 行う 。 同時に、 緊急・ 安全対策も 含め、 崩落

部分を 迂回する 園路を 恒久的に整備する 。 具体的な崩落防止・ 安全管理のための工法の検討

は、 別途専門委員会を設置し 検討する 。

●Ｂ 区（［ 史跡ゾーン］：「 まんだら 堂やぐ ら 群」）

「 ま んだら 堂やぐ ら 群」 は、 鎌倉地方を中心と し て分布する 中世の特徴的な墳墓形態の好

例であり 、 歴史的な価値が高い。 先人の墓地と し ての尊厳を失わず、 やぐ ら の遺構を 損なわ

ない範囲で、 でき る 限り 自由に見学でき る こ と を原則と する 。

公開活用にあたっては、 試掘確認調査の成果を 踏ま えた上で、 園路整備、 やぐ ら 群の保存

対策、 検出さ れた遺構の公開方法など について検討する 。

ま た、 遺跡の保護、 安全管理面を考える と 、 周囲に門・ フ ェ ン ス など を 設置し 、 公開時間

を制限する 必要がある 。



第４ 節 公有化の方針

公有化は以下の方針に基づいて行う 。

公有化の方針

次の条件に基づき 、 指定地全域の公有化を進める 。

○現況、 史跡が毀損し 、 原状復帰など の緊急措置が必要と 判断さ れる 区域を最優先と し 、 公

開活用を前提と し た区域から 順次公有化を進める 。

○地権者に売却の意志のある 土地から 順次公有化する 。

○同一地権者によ る ブロ ッ ク 化さ れた土地であれば、予算の範囲内で取り ま と めて公有化する 。

○公有化にあたっては、 境界確定が完了し 、 実測図が作成さ れ、 登記上の地積更正がさ れて

いる こ と を原則と する 。

○追加指定があった場合には、 順次公有化を進める 。

●Ｃ 区（［ 史跡ゾーン］：「 大切岸」）

大切岸は、 外敵の侵入を 防ぐ ために岩盤を ほぼ垂直に切り 落と し た崖面が長く 連なり 、 中

世都市鎌倉の防衛遺構の形態を理解する 上で重要な区域である 。 そこ で、 来訪者が防衛遺構

の機能を理解し 、 壮大さ を体感でき る よ う な公開を目指す。

公開に際し ては、 試掘確認調査の成果を 踏ま えた上で、 遺構全体を 見渡すこ と のでき る 安

全に配慮し た園路整備や前面平場の公開方法など についても 検討する 。

●Ｄ 区（［ 公開活用ゾーン］：「 便益施設及び休養施設の設置に適し た平場」）

来訪者が広場と し て利用でき る 平場は、 発掘調査の結果を 考慮し つつ、 公開活用のために

必要な便益施設（ 便所、 水飲み・ 手洗い、 説明板など ） 及び休養施設（ 休憩所、 ベンチなど ）

を設置し 、 来訪者への便宜を図る 。

●Ｅ 区（［ 緑地保全ゾーン］：「 現状維持を基本と する範囲」）

上記Ａ 区～ 区以外の指定地については、 原則と し て人の立ち入り を制限し 、 遺構の保存・

活用のための間伐など 植生の適切な維持管理を行う 。
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